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事 務 連 絡 

令和２年４月３０日 

生徒・保護者  様 

 

   

学校法人第二岩永学園   

                               こころ未来高等学校 

                    校 長  平山 サナエ  

（ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナ感染症の発生に伴う学校の臨時休業の延長 

について（ご連絡） 
 

  新緑の候、保護者の皆様におかれましては、日頃から本校の教育活動へのご理解・ご協力を

賜り感謝申し上げます。 

 さて、現在本校においては、長崎県からの県立高校への臨時休業通知に準じ、臨時休業を

実施していますが、４月２８日（火）に県立高校へ新たに臨時休業延長の指導がなされまし

た。 

 つきましては、本校としても臨時休業の延長を下記のとおり対応いたします。長崎市におい

ては、クルーズ客船の１４８名の感染者発生に伴い、今後の市民の感染者増加につながる恐れ

もぬぐい切れません。このような状況の中、公共交通機関利用の通学・学校での授業等と感染

症に対する危険性が考えられます。お子様・保護者様等の健康と命を守るための措置であるこ

とをご理解のうえご協力をお願い申し上げます。 

 

                               記 

                   

  １ 延長する臨時休業期間について    

令和２年５月７日（木）～５月１０日（日） 

※５月１１日（月）より通常登校予定（選択授業も同様） 

 

  ２ 臨時休業中の学習について     

（１）レポート学習の実施 

（２）動画授業の配信による学習 

    ※休業中は、自分で学習する習慣づくりのためにも、しっかりと自宅学習に取り組ん

でください。 

 

 ３ 部活動について 

    休業期間中は活動休止です。 

 

 ４ 休業中の生活心得 

    休業中は、自宅学習を原則とし、不要不急の外出は控えてください。 

 

 ５ その他 

（１）今後も全国及び県下の状況によって、様々な変更が予想されます。その際、文書で

の通知が間に合わない場合も考えられますので、本校ホームページをご確認いただく

か、学校へ直接お問い合わせをいただきますようお願い申し上げます。 

 


